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本書は、「川本町農林漁業体験実習館指定管理者募集要項」と一体のものであり、川

本町農林漁業体験実習館の管理運営業務を指定管理者が行うにあたり、町が指定管理者

に要求する管理運営の業務内容及び水準等を示すものである。 

 

第１ 川本町農林漁業体験実習館及び笹畑農村公園の基本方針等 

１ 施設の設置目的 

農村体験都市交流と農林漁業の振興、農家等の所得拡大及び就業場所の確保を図る

ことを目的としています。また笹畑農村公園は、農村の活性化を図り地域住民の健康

増進に寄与することを目的としています。笹畑農村公園は農村体験を伴う都市交流等

と農林漁業の振興を図るための拠点施設である、川本町農林漁業体験実習館と一体と

なった施設であり、農村の活性化と地域住民及び都市住民の憩いの場として活用する

ことを目的としています。  

 

２ 管理運営に関する基本的事項 

指定管理者は、施設の設置目的を達成するために、施設機能の適正な管理運営を確

保する必要があります。そのために、次の各項目に留意してください。 

（１）法令等の遵守 

ア 地方自治法 

  イ 川本町農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例（以下「条例」という。） 

  ウ 川本町農林漁業体験実習館管理運営規則 

  エ 川本町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例 

  オ 川本町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則 

  カ 川本町個人情報保護条例 

  キ 川本町個人情報保護条例施行規則 

  ク  川本町情報公開条例 

  ケ 川本町情報公開条例施行規則 

コ 施設設備の維持管理に関する法規及び労働及び雇用に関する法規 

サ 施設運営に必要な許可に関する法規 

（２）公の施設であることを常に念頭において、公平な管理運営を行うこととし、特定   

の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

（３）事業計画書等に基づき、施設の利用が活発化するよう効率的な管理運営を行うと

ともに、管理運営経費の節減に努めること。 

（４）個人情報の保護の徹底を行うこと。 

（５）省エネルギーに努めるとともに廃棄物の発生を抑制し､環境に配慮した管理を行

うこと｡ 

（６）常に施設内の清掃に努め、利用者に快適な環境を提供すること。 

（７）常に接客サービスの向上を図り、利用者の満足度を高めること。 

（８）町及び川本町観光協会と密接に連携を図りながら管理運営を行うこと。 

（９）町内各施設、企業等との連携強化を図ること。 

（10）地元住民の雇用及び地元関連事業者の取引推進を積極的に行うこと。 
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第２ 指定管理者が行う業務の範囲及び基準 

１ 施設の事業に関する業務 

（１）農村体験を伴う都市交流等の促進に関する業務 

ア 農業体験等の企画・運営 

イ 農村体験ツアー、グリーンツーリズムなど都市交流等の促進を図ってください。 

ウ 農村公園を活用した森林浴や山野草鑑賞を企画・運営してください。 

（２）観光情報等の発信による都市交流等の促進に関する業務 

ア 情報コーナーの管理運営 

・町内の観光情報等の問い合わせ及び紹介の窓口業務（町内施設、宿泊先、特産

品イベント等） 

イ 地域間交流の促進 

・イベントの開催や各種体験の場づくりの企画・運営をしてください。 

・町のイベント等と連携した宿泊プランの企画・運営をしてください。 

（３）その他施設に関する業務 

ア 遊休施設等の積極的な利活用について企画提案をしてください。 

イ 食堂の運営は、既存設備を有効に活用した企画提案をしてください。 

 

２ 施設の運営に関する業務 

（１）施設の利用許可に関する業務 

ア 利用申請の受付、予約の調整、申請内容を審査し許可をする。 

※施設の利用申込は原則として先着順とし、利用の許可にあたっては、平等な       

取扱いになるよう留意してください。 

※利用申請書等の書類は、指定管理者が作成してください。 

イ 利用料金を設定し、利用料金の収納、減免をする。 

※指定管理者は、規則の定めるところにより、必要に応じて前項に規定する利用

料金の一部又は全部を減額し、又は免除することができます。 

ウ 利用者に対し、施設の適正利用のための指導等、必要な助言をする。 

（２）利用料金の設定 

ア  指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、施設利用者から利用料金を徴収す

ることができます。その場合、利用料金は、次に掲げる基準額に０．５を乗じて

得た額から当該基準額に１．５を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者

があらかじめ町長の承認を得て定めることになります。 
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利用料金基準額                          （単位：円） 

区     分 基        準        額 

多目的集会室 

（和室） 

部屋利用 午前９時から午後１時まで 1,650 

午後１時から午後５時まで 1,650 

午前９時から午後５時まで 2,750 

午後５時から午後 10時まで 3,300 

宿泊 

（寝具含む） 

午後３時から翌日の

午前 10時まで 

高校生以上 3,850 

中学生 2,750 

小学生 2,200 

合宿利用（高校生以下） 2,750 

多目的集会室 

（洋室） 

部屋利用 午前９時から午後１時まで 1,650 

午後１時から午後５時まで 1,650 

午前９時から午後５時まで 2,750 

午後５時から午後 10時まで 3,300 

ホール・廊下 営業行為 指定管理者が許可した時間

１回につき 

3,300 

多目的集会室 5,500 

駐車場 5,500 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場 5,500 

全館 電源利用 コンセント１口につき 550 

備考 ・使用時間を超過したときは、1 時間につき 300 円増しとする。この場合におい

て 30分を越えたときは１時間とみなす。 

・指定管理者において必要があると認めるときは、割増し利用料金を徴収するこ

とができる。 

・部屋利用時に空調設備を利用した場合、当該利用料の 3割相当額を徴収する。 

・部屋利用の前日に会場を準備し、部屋を占有する場合には、当該利用料の 5

割相当額を徴収する。 

・設備等を利用した場合は、別途それにかかる実費を徴収する。 

・利用料金基準額には、消費税相当額を含む。 

 

イ 施設利用者から利用料を徴収することとした場合、利用料金表を作成し、利用者

に広く周知してください。 

ウ 指定管理者は、規則の定めるところにより、必要に応じて前項に規定する利用料

金の一部又は全部を減額し、又は免除することができます。 



 

-4- 

 

有料施設の利用料金基準額                      （単位：円） 

有料施設等の名称 区分 基  準  額 利 用 時 間 

コテージ 

 （定員４人） 

宿泊料 １人あたり宿泊料金 

高校生以上 3,850 

中学生   2,750 

小学生   2,200 

※町民割引適用の場合 

高校生以下3,300 

中学生  2,200 

小学生  1,100 

午後3時から 

 翌日の午前10時まで 

キャンプ場 利用料 利用者１組につき 1,650 

※町民割引適用の場合 

利用者１組あたり1,100 

午後3時から 

翌日の午前10時まで 

バーベキュー施設 利用料 １セットにつき  2,200 

ア 燃料（炭）は含まない。 

午前9時から 

 午後10時まで 

グラウンドゴルフ場 利用料 １人につき     330 

道具１組につき   220 

設備１式      550 

午前9時から 

 午後5時まで 

備考 ・使用時間を超過したときは、1 時間につき 300 円増しとする。この場合にお

いて 30分を越えたときは１時間とみなす。 

・指定管理者において必要があると認めるときは、割増し利用料金を徴収する

ことができる。 

・コテージの利用において、6月 1日から 3月 31日までの間は、冷暖房期間と

して当該宿泊料の 3割相当額を徴収する。ただし、冷暖房期間以外において、

冷暖房を使用した場合は、当該宿泊料の 3割相当額を徴収する。 

・設備等を利用した場合は、別途それにかかる実費を徴収する。 

・利用料金基準額には、消費税相当額を含む。 

 

エ 住民サービスを推進するため、利用料金に町民料金と町外料金を設定してくださ

い。 

オ 施設利用者から利用料を徴収することとした場合、利用料金表を作成し、利用者

に広く周知してください。 

カ 指定管理者は、規則の定めるところにより、必要に応じて前項に規定する利用料

金の一部又は全部を減額し、又は免除することができます。 
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行為及び占用の利用料金基準額                   （単位：円） 

区       分 単    位 基準額 

 

 

行為 

（１）広告物を表示し、又は宣 

 伝活動する行為 

（２）行商、募金その他これに 

 類する行為 

（３）業として行う写真撮影を 

する行為 

（４）業として行う映画撮影を 

する行為 

（５）興行 

（６）集会、競技会、展示会 

その他の催しをする行為 

 1日につき 

 

 1日につき 

 

 常時 1月につき 

 臨時 1日につき 

 1時間につき 

 

 1平方ﾒｰﾄﾙ1日につき 

 1平方ﾒｰﾄﾙ1日につき 

1,020 

 

1,020 

 

1,020 

300 

1,020 

 

50 

20 

 

 

占用 

（１）電柱 

（２）電線 

（３）変圧塔 

（４）第１５条第５号に掲げる 

 行為を行うため設けられた仮設

 工作 

（５）その他の工作物物件又は 

 施設 

 1本1月につき 

 1ﾒｰﾄﾙ1月につき 

 1箇所1月につき 

 1平方ﾒｰﾄﾙ1日につき 

 

 

 1平方ﾒｰﾄﾙ1日につき 

50 

10 

100 

10 

 

 

50 

備考 １時間未満の端数は、１時間として取り扱う。 

利用料金基準額には、消費税相当額を含む。 

 

キ 施設利用者から利用料を徴収することとした場合、利用料金表を作成し、利用者

に広く周知してください。 

ク 指定管理者は、規則の定めるところにより、利用料金の免除をすることができま

す。 

（３）利用料金の徴収 

ア 指定管理者は、徴収した利用料金は自己の収入とすることができます。 

イ 利用料金の徴収方法については、指定管理者が定めます。また、利用料金を還付

する場合は、その基準を定めなければなりません。還付に当たっては、不当な差

別的取扱いにならないよう留意してください。 

ウ 利用料の納付書、領収書の発行、収入簿等を作成してください。 

（４）緊急時の対応 

  指定管理者は、利用者の急な病気、けが、事故等、緊急時の利用者の避難、誘導、

安全確保、必要な通報等についての対応計画を作成し、緊急事態の発生時には的確に

対応してください。 
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３ 施設の管理に関する業務 

（１）組織及び人員配置に関する業務 

ア 管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基

準法を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適正な人数の配

置を行う。また、職員の資質向上を図るための研修を実施する。 

（２）施設及び設備の維持管理業務 

ア 施設及び敷地内の清掃、消耗品の補充、植栽の管理を行う。 

※指定管理者は、年度当初に施設維持管理計画（点検整備、法令に基づく検査、

調査等）を作成し町に提出してください。 

※トイレ、売店等は毎日清掃してください。 

※窓ガラスは、月１回以上清掃してください。 

※床洗浄ワックス塗装等は、年１回以上行ってください。 

※駐車場の清掃及び周辺の草刈りは必要に応じ適宜行ってください。 

※植栽は年に１回以上、芝は年４回以上の刈り込みをしてください。 

※必要に応じて花壇の手入れ、花の植え込みを行い美観に努めてください。 

イ 衛生管理、ネズミ・害虫駆除等の点検防除を行う。 

ウ 電気、浄化槽、空調機器、消防設備等の保守点検を行う。 

※全ての保守点検は、法定で定めのあるものは必ず行ってください。 

※空調機器点検は、期始運転調整が必要なものは必ず行ってください。 

※保守点検業務は、専門業者に業務委託して行うこともできます。 

エ 月に１回以上、目視による施設の日常点検を行う。 

オ 異常や破損がある場合は、速やかに町に報告し、次に定める修繕経費負担区分に

基づき、修繕措置を図る。 

※原則として、１件１０万円を超える修繕については町が負担します。１０万円

以下は指定管理者の負担とします。 

※消耗品的な備品の更新は、指定管理者の負担とします。 

（３）物品管理に関する業務 

ア 町から貸与された備品を適正に管理する。 

イ 原則として、追加で必要となった備品は、指定管理者において調達する。 

ウ 備品台帳を整備し、購入、修繕、廃棄の状況を毎年度末に町に報告する。 

エ 異常や破損がある場合には、速やかに町に報告する。 

（４）安全管理に関する業務 

ア 開館中は、巡回点検を行い、機械警備システム等により防犯、防火、防災に万全

を期す。 

イ 防火責任者を選任し、消防計画に基づき消防訓練、避難訓練を実施する。 

ウ 機器対応マニュアルを作成し、研修、訓練を実施し従業員に徹底する。 

エ 事故発生時には、情報伝達、避難誘導、被害の拡大防止の措置を行う。 

（５）施設の開館・休館に関する業務 

条例第６条の規定により、「２ 施設運営に関する業務」の表「利用料金基準額」

のとおりとします。だたし、指定管理者は、町長の承認を受けて開館時間を変更する

ことができます。 

ア 休館日は次のとおりとします。ただし、指定管理者は、必要があると認めるとき
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は、町長の承認を得て休館日を設けることができます。 

イ  毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とし

ます。 

ウ  １２月２８日から翌年１月４日までの日 

（６）利用の受付、利用の許可 

ア 施設の利用受付は原則として先着順とし、利用の許可にあたっては、平等な取扱

いとなるよう留意してください。 

イ 利用申請書等の書類は、指定管理者が作成します。 

（７）緊急時の対応 

指定管理者は、利用者の急な病気、けが、事故等、緊急時の利用者の避難、誘導、

安全確保、必要な通報等についての対応計画を作成し、緊急事態の発生時には的確に

対応してください。 

 

４ その他の業務 

（１）事業計画書の作成 

指定管理者は、応募時点の事業計画書の内容を踏まえて、町と協議して、次の項目

に関する次年度の事業計画書を毎年１月末日までに作成してください。 

ア 管理運営の方針、目標に関すること 

イ 管理運営体制に関すること（組織図、業務分担、配置計画等） 

ウ 運営計画に関すること（行事予定、広報計画等） 

エ 施設維持管理に関すること（保守点検計画、修繕計画、再委託先等） 

オ 収支計画に関すること 

（２）毎月及び年度末の業務報告書・事業報告書・アンケート結果の提出 

指定管理者は、次の項目に関して、毎月２０日までに各前月の業務報告書・アンケ

ート結果を、年度終了後６０日以内に各年度の事業報告書を提出してください。 

ア 事業の実施に関すること（売店等の売上、イベントの開催状況等） 

イ 施設の運営に関すること（利用状況、利用者の意見、広報宣伝の実施状況など） 

ウ 施設の管理に関すること（保守点検の結果、修繕の実施状況など） 

エ 収支に関すること（月次集計表、決算書など） 

オ その他業務の実施状況を把握するために必要な事項 

（３）その他地域の活性化等の促進に関する業務 

指定管理者は、本仕様書で定めた業務のほか、施設の設置目的達成のための事業

を提案し、町の承認を得て実施することができます。施設の利用促進のため、積極

的に魅力ある事業を提案してください。 

 

５ 町所有物品の管理 

指定管理者は、町の所有に属する物品については、川本町財務規則（昭和４４年４

月１日規則第３号）、川本町備品管理要綱（平成１６年１１月２９日告示第６８号）

及び関係例規の管理の原則及び分類に基づいて行うものとします。 

（１）物品の管理 

指定管理者は備品台帳等を備えてその保管にかかる物品を整理し、購入及 び廃棄
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等の異動について管理してください。 

（２）物品の帰属 

ア 町の所有に属する物品等については無償で貸与します。ただし、その修理並びに

更新は指定管理者の負担とします。指定管理者が指定期間中に町から支払われた

費用により購入した物品については、町に帰属するものとします。なお、備え付

けの備品については別途通知します。 

イ 指定期間の終了に際し、町に属する備品については、町又は町が指定するものに

引き継がなければなりません。 

ウ 指定管理者に属する備品については、指定管理者が自己の責任と費用で撤去、撤

収するものとします。ただし、町と指定管理者が協議の上合意した場合、町又は

町が指定するものに対して引き継ぐことができるものとします。 

（３）管理の義務 

物品の使用及び保管については、善良な指定管理者の注意義務をもって行ってくだ

さい。 

（４）処分等 

指定管理者は、町に帰属する物品で、処分等の異動があったときには、その都度町

に報告してください。なお、町が指示した重要な物品の処分については、事前に町の

承認を得てください。 

（５）報告 

指定管理者は、町に属する物品について、３月末の現在高と照合の上、毎年４月末

までに町に報告してください。 

 

６ 事業評価業務 

ア 自己評価 

   指定管理者は、利用者等の意見や要望を把握し、管理運営に反映されるよう努め

てください。また、施設の管理運営に関し自己評価を行い、その結果を毎年度末

の事業報告書にまとめて町に提出してください。 

イ 業績評価 

指定管理者評価制度の積極的な活用を図るため、指定管理者が管理運営する施設

の１年間の管理運営について、サービス内容や利用者満足度の検証等を行い、指

定管理者制度の効果的な運用を図ります。 

 

７ 監査 

地方自治法第１９９条第７項の規定により、指定管理者の行う公の施設の管理業務

に係る事務については監査の対象となりますので、町又は監査委員が必要と認めると

きは監査を行い、帳簿書類その他の記録の提出を求めることがあります。 

 

８ 指定期間終了後の引き継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了後、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の業務

を遂行できるよう、引き継ぎを行ってください。また、指定期間終了後  若しくは指

定の取消し等により、次期指定管理者へ業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力

するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供してください。 
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９ 経費負担の徴収 

指定管理者は、行政財産の占用使用許可施設に係る光熱水費等の経費を、当該施設

使用者から徴収し、一括して電力会社等へ支払いを行ってください。 

 

１０ 一部委託先との連絡調整 

指定管理者は、運営の一部を委託した場合は委託事業者と施設管理運営上必要な事

項についての連絡調整等を行ってください。 

 

１１ 指定管理業務期間の前に行う業務 

ア 協定項目についての町との協議 

イ 利用料金等の設定 

ウ 配置する職員等の確保、職員研修 

エ 業務等に関する各種規程の作成、協議 

オ 現行の管理者からの業務の引継ぎ 

カ 現行の利用している他団体との協議 

 

第３ 協定事項 

１ 協定の締結 

指定管理者と町は、業務内容に関する細目的事項、管理の基準に関する細目的事項

等について協議の上、協定を締結します。 

協定は、指定期間全体の包括協定及び毎事業年度ごとの年度協定とします。 

協定の主な項目は次のとおり予定しています。 

（１）基本協定 

指定期間、指定管理者の業務の範囲、業務内容の変更中止等、指定管理者の責務、

委託料、利用料の徴収、個人情報等の管理の取扱い、事業報告に関する事項、指定の

取り消し及び管理業務の停止に関する事項、引継ぎに関する事項、一般的損害に対す

る損害賠償責任、利用に係る不服申し立てに関する取扱い、権利義務の譲渡の禁止、

備品等の管理物件に関する事項、修繕等の費用負担、原状回復義務、帳簿等の整理、

管理規程の制定、重要事項の変更の届出、事故報告、その他必要と認める事項 

（２）年度協定 

業務の仕様、当該年度の委託料の額、その他必要と認める事項 

 

２ 協定が締結できない場合の措置等  

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取

り消し、協定を締結しないことがあります。  

ア 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき  

イ 財務状況の悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められるとき  

ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認めら

れるとき 
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３ リスク分担 

   協定の締結にあたり、町が想定するリスク分担の方針は次のとおりです。細 

   部については、協定で定めます。 

  項目 内容 

負担者 

町 応募者 

（指定管

理者） 

指定管理者の指定 
応募に関して必要な費用  ○ 

管理運営の準備に必要な費用  ○ 

法令等の変更 事業に直接関係する法令等の変更 ○  

業務内容の変更 
町の政策による変更 ○  

指定管理者の提案による変更  ○ 

需要・経費の変動 来客数等・賃金・物価・金利の変動  ○ 

施設の改修 
公益的内容に係るもの ○  

収益・利益的内容に係るもの  ○ 

施設・物品の損傷 

指定管理者の管理に瑕疵があるもの  ○ 

事故、火災によるもの ※協議事項 

１件あたり１０万円以下のもの  ○ 

１件あたり１０万円以上のもの ○  

業務上の損害賠償 
町の帰責事由があるもの ○  

指定管理者に帰責事由があるもの  ○ 

不可抗力 
不可抗力による施設・設備の復旧 ○  

不可抗力による業務の中断・変更  ○ 

業務の終了 業務終了時の原状回復・撤収  ○ 

※協議事項については、事案ごとの原因により判断しますが、第一次責任は指定管理

者が有することになります。 

 

第４ その他 

１ 事業継続が困難となった場合の措置等 

（１）指定管理者の責に帰すべき事由により事業の継続が困難になった場合の措置 

町は指定を取り消す等の措置をとることとします。この場合、町に生じた損害は指

定管理者が賠償するものとします。また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、施設

の管理運営業務を遂行できるように引き継ぎを行うものとします。 

（２）その他の事由により事業の継続が困難となった場合の措置 

災害、その他不可抗力、町及び指定管理者双方の責に帰すことのできない事由によ

り業務の継続が困難となった場合、事業継続の可否について協議するものとします。 

なお、一定期間内に協議が整わない場合、指定管理者の協定を解除できるものとし

ます。 

 

２ 原状回復 

指定管理者は、指定期間の満了後、指定が取り消された場合及び協定を解除された
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場合は、町の指示に基づき、施設を原状に復して引き渡さなければなりません。ただ

し、指定管理者が町の承認を得て行った機能向上の箇所、町が行った機能向上の箇所

及び町が特に必要であると認める箇所については、この限りではありません。 

 

３ 個人情報保護義務 

指定管理者には、施設の管理運営を行うに当たって取り扱う個人情報の保護のため

に川本町個人情報保護条例第９条の規定により、個人情報の適正な取扱いの義務が課

せられます。個人情報の取扱いの具体的な内容については、指定管理者と町が締結す

る協定で定めます。 
 
４ 業務不履行時の処理 

（１）管理運営業務が業務要求水準を満たしていない場合又は利用者が施設を利用する

上で明らかに利便性を欠く場合、町は指定管理者に対して改善の指示を行います。 

（２）町は、指定管理者が町の指示に従わないときは、その指定を取り消し、又は期間

を定めて管理の業務の停止を命じます。 


